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令和８年度 事業計画 

  

今年度は、本会の持続的発展と地域歯科医療の質的向上に向け、組織基盤の再構築に取り組む

べき一年と位置づけております。 

まず、会費の見直しについて着手したいと考えています。本会会費は平成 18 年の改正を最後に

据え置いてまいりましたが、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえ、公平かつ合理的な会費負担

のあり方及び会員種別について検討して参りたいと存じます。若手会員の経済的負担への配慮と、

会員の高齢化、終身会員の増加等に対応した柔軟な制度設計を目指し、引退後も最後まで安心し

て会員でいて頂けるよう、次年度総会で今後の青写真をお示しすることを目途に特別委員会を設

置したいと思います。これにより、本会の持続性を担保し、より多くの歯科医師が積極的に会活

動へ参画できる環境を整えて参ります。 

次に、救急蘇生委員会の再構築を行います。超高齢社会の進展に伴い、歯科診療中の偶発症や

緊急事態への対応力強化は喫緊の課題となっておりますが、一方で、広島大学歯学部麻酔科のご

協力のもと組織してきました本会の救急蘇生委員会は、一定の役割を終えたと考えています。今

後は、一旦救急蘇生委員会を廃止し、新たに広島大学、広島市消防局等と協力の上、会員が安心

して診療が行え、そして市民の皆様が安全に歯科医療を受けられる体制づくりを一層進めてまい

ります。 

また、地域包括ケアシステムへの参画、口腔健康管理を通じた全身の健康増進、さらにはデジ

タル技術を活用した会員サービスの向上にも引き続き注力して参ります。 

会員各位におかれましては、本年度事業へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げま

すとともに、共に広島市民の健康を守る使命を果たして参りましょう。 

 

 

Ⅰ 歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図る事業 

広島市民の歯・口腔の健康増進及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、次の事業を行う。 

 

１．学術関連事業 

（１）学術講演会の開催 

会員及び診療所スタッフ等の日々の診療レベル向上に資する講演会を開催する。その際、

会員への参加手段を増やすことや迅速な情報提供の為に、ネット動画を使用することによる

講演会を開催する場合もある。 
 
（２）広島大学病院歯科臨床研修医セミナーの開催 

広島大学病院との連携のもと、歯科医師としての地域歯科保健活動への理解と参画、歯科

医師会への入会を促すための情報提供、事前教育を目的として、年１回開催する。 

 

（３）医療安全に関する情報提供 

 広島市医療安全支援センターとの連携のもと、医療安全の確保に関し必要な情報提供を行う。 

 

（４）関連組織との連携、情報交換 
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 広島大学病院・地域中核病院・地域医師会・薬剤師会・行政等と連携し、感染予防対策・

救急救命蘇生・生活習慣病等における学術情報の共有及び協力体制の構築を図る。 
 

２．公衆衛生普及事業 

（１）市民を対象とする口腔衛生施策（地域歯科保健）の実施 

1)各区保健センターにおける歯科関連事業 

 広島市が各保健センターにおいて実施する乳幼児健診において歯科健診を行う他、歯科

相談、歯科保健教室等における指導を行う。 

・１歳６か月児健診・フッ素塗布 

・３歳児健診 

・歯科相談事業（成人歯科対策） 

・歯科保健教室 

 

2)広島口腔保健センターにおける歯科関連事業・妊婦口腔衛生個別指導 

 本会の独自事業として、広島口腔保健センターにおいて次の事業を行う。 

・２歳児フッ素塗布 

・妊産婦個別指導追跡調査（母子ぐるみ指導） 

  

3)市民への歯科啓発 

・「おくちの健康展」の実施 

  一般市民に向け、口腔衛生に関する総合的な啓発を行うため、口腔衛生に関する多様

な情報や体験の場、相談の場を提供するイベントを開催する。 

・市民公開講座 

市民に対して健康維持・増進、知識の向上のために、適宜開催する。 

  

4)広島市「8020」運動・歯周病予防推進協議会事業の実施 

 広島市「8020」運動・歯周病予防推進協議会の構成団体として、次の事業を主催する。 

・「8020」いい歯の表彰式 

 

  5)妊婦・小児の口腔衛生施策の実施 

   ・広島県産婦人科医会、広島臨床産婦人科医会との連携による妊婦の歯周病予防事業の推進。 

    

6)各区における公衆衛生活動への参画 

・広島市が行う保健関連の講習会・研修会等において、会員が講師を務める。 

・広島市が行う保健関連のイベント等で使用する啓発用パネルの内容を充実のうえ、順次

更新する。 

 

7)産業職域歯科保健の推進 

①一般社団法人広島県歯科医師会が産業職域歯科保健の推進策として実施している事業

所歯科健診に関し、本会の区域の事業者から申し込みがあったものについて県歯会から
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依頼を受け、従事者の調整及び事務処理作業を行う。 

②事業所での歯科保健の推進について、依頼のあった事業所の講演会等で会員が講師を務

める。 

③歯科健診の依頼のあった事業所で、会員が歯科健診を実施する。  

 

8)スポーツ歯学の普及・啓発の推進 

①地元スポーツチームの選手に対する歯科保健活動の実施 

②障害者スポーツに対する支援、高齢者の健康問題（サルコペニア、オステオペニア等）

への応用の検討を行う。 

 

9)矯正歯科無料相談 

歯並びや噛み合わせについての相談に、矯正専門の歯科医師が無料で応ずる相談事業を

行う。 

 

10)その他の行政施策への参画 

「元気じゃけんひろしま 21」推進会議、広島市障害者施策推進協議会等に参加し、広島

県及び広島市の行政施策の推進に関する協力を行う。 

 

（２）園児・児童・生徒を対象とする口腔衛生施策（学校歯科保健）の実施 

   全員校医制のもとに、広島市内の全ての市立保育園・学校（園）において、学校歯科

保健事業を行う。 

1)健康診断の実施 

 広島市の委託を受け、次の健康診断（歯科健診）を行う。 

・定期健康診断（春の歯科健診） 

・臨時健康診断（秋・冬の歯科健診） 

・就学時健康診断（小学校就学時の歯科健診） 

・歯科健康診断（市立保育園） 

 

2)学校歯科医の表彰・研修・支援 

  学校歯科医協議会を開催し、学校（園）歯科医及び学校歯科嘱託医の表彰、学校保健に

関連する研修を実施する。適宜、学校歯科医及び学校歯科嘱託医の研修、情報提供及び本

会会報において学校歯科に関する記事の作成などを行い、その活動を支援する。 

 

3)広島市学校保健会への参画 

  理事会、歯科保健対策専門委員会、会報誌編集委員会等への参画を通じて、歯科保健の

みならず、広島市における学校保健全般の進展に寄与する。 

 

4)「よい歯の集い」の開催 

  各小学校及び児童の口腔衛生意識の高揚を図るため、口腔衛生状態が優秀な学校及び児

童の表彰を行う。 
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5)食育の推進 

  広島市食育推進会議、ひろしま食育ネットワークへの参画等を通じて、「噛ミング 30」

運動を推進する。 

 

6)児童虐待等の防止への貢献 

学校歯科医及び学校歯科嘱託医等の活動、広島市要保護児童対策地域協議会代表者会

議への参画などを通じて児童虐待の防止、要支援児童等（特定妊婦を含む）の支援に貢

献する。 

 

7)口腔保健啓発資料の配布 

  口腔保健（う蝕、歯肉炎、口腔機能発達不全症等）に関連する啓発資料を園児・児童・

生徒及び保護者、学校等に配布する。 

 

8)児童生徒等の歯・口の外傷の防止 

   学校管理下における児童生徒等の歯・口の外傷の防止を目的とした啓発を行う。 

 

9) 広島市歯科医師会ホームページ「ハハ姉妹の学校ニュース」記事の作成 

8020 運動の推進を中核とし、より早い年代からの「歯の喪失防止」「口腔機能の健全育

成」への取り組みにつながる記事を提供する。 

 

10)滅菌歯鏡・探針の供給 

市立及び私立の保育園・学校（園）等での健康診断（歯科健診）に使用する歯鏡及び探針

の滅菌配送事業を行う。 

 

（３）高齢者・要介護者等を対象とする口腔衛生事業（地域連携歯科保健） 

1)広島市の高齢者保健・介護保険事業への協力 

①広島市介護予防・日常生活支援総合事業（短期集中通所口腔ケアサービス）（広島市委

託事業）の推進 

②広島市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進 

③広島市が行う高齢者保健・介護保険関連の講習会・研修会等において、会員が講師を務

める。 

④地域包括ケアシステムの構築の中で重要な柱となる介護予防において、重点的に取り組

む必要のあるフレイル予防には、「口腔」「栄養」「運動」「社会参加」の一体的な提供が

必要不可欠であり、専門職として歯科医師、管理栄養士、リハビリ専門職等の更なる連

携強化、専門職間相互のスキルアップを図る。  

 

2)地域包括支援センター事業への協力 

  広島市及び各区地域包括支援センター運営協議会の一員として、各センターの運営に関

する協議・検討を行う。また、地域包括支援センターが主催する講習会・研修会等におい

て、会員が口腔保健に関する講演等を行う。 
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3)介護保険施設・障害者施設等への後方支援 

  介護保険施設・障害者施設等における口腔衛生の向上のための講演等を行う。 

 

4)障害者等歯科保健医療受給困難者への対応向上 

①認知症対応力向上研修 

地域の医療機関、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等と連携し、認知症

の早期発見や、認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理を適切に行うための研修を

行う。 

②歯科保健医療受給困難障害者等対応歯科医療機関の体制整備 

 歯科保健医療受給困難障害者等を受け入れ、良質な歯科保健医療を提供するための研修

を行う。 

 

5)病院歯科・施設、一般病院との連携強化 

周術期口腔管理の推進、摂食嚥下に関する研修実施及び後方支援として、本会の区域の

病院歯科・施設、一般病院との連携強化を図る。 

  

6)その他の行政施策への参画 

 広島市及び各区地域包括支援センター運営協議会、地域保健対策協議会、広島市地域密

着型サービス運営委員会、介護認定審査会、広島市社会福祉審議会等に参画し、広島県及

び広島市の行政施策の推進に関する協力を行う。 

 

（４）広島市歯科医療福祉対策協議会への協力 

 広島市域の４地区歯科医師会（広島市歯科医師会、安佐歯科医師会、佐伯歯科医師会、安

芸歯科医師会）で構成する広島市歯科医療福祉対策協議会が行う下記事業について、同協議

会より委託を受けた保険請求事務その他の運営事務を行う。 

1)休日等歯科救急医療事業（広島市委託事業） 

2)在宅訪問歯科健診・診療事業（広島市委託事業） 

3)妊婦歯科健康診査事業（広島市委託事業） 

4)節目年齢歯科健康診査事業（広島市委託事業） 

5)ウェブサイト「デンタルパークひろしま」の企画運営 

6)放送媒体を使用した口腔衛生活動の普及啓発の企画運営 

7)マスコミと協力して、歯とお口の健康の大切さ・歯科の活動に関連した番組情報提供事業

を行い市民の健康増進に努める。 
 
３．社会貢献事業 

（１）口腔文化観の向上のための対外広報事業 

1)「おくちの健康展」や「市民公開講座」など、市民参加型の対外的行事において、主催者・

行政・マスコミと協力し、事業の推進とその啓発に努める。 

 

2) ＦＭちゅーピーラジオ番組の監修・収録・動画配信 



6 
 

（２）緊急・災害時対策事業 

1)救急蘇生委員会の再構築 

これまで、広島市、消防局及び広島大学医学部・歯学部と連携し、「広島市歯科医師会救

急蘇生委員会」を設置のうえ、歯科治療中の緊急事態に際して専門医が迅速に対応し、患

者の重症化防止を図る体制を整備してきた。しかしながら、医療環境や社会情勢の変化を

踏まえ、現行体制を抜本的に見直し、実情に即した新たな委員会を目指す。 

 

2)災害の発生時に備え、次のような取り組みを行う。 

自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態が発生した際に、事業の復旧・継続を可能

とするために平常時及び緊急時に行うべき活動等を規定した「広島市歯科医師会事業継続

計画」（BCP）について、必要に応じ随時改定する。 

 

  3)災害時救急医療の協力 

    災害時に広島大学病院をはじめとする拠点病院・医師会・薬剤師会・行政諸機関・県歯

会及び広島市歯科医療福祉対策協議会と連携協力し、医療・検案活動を行う。 

 

4)新興感染症等に係る事業 

新興感染症等に係る事業を行い、必要に応じて委員会を設置し、会員診療所の医療提供

環境の確保及び情報提供を行う。 
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Ⅱ 会員の福祉及び歯科医業の合理化に関する事業 

 

１．適正な保険診療の基盤拡充事業 

（１）県歯会保険部と連携した医療保険制度の周知、理解促進のための事業 

1)保険講習会の実施（年１回程度） 

2)新規開業・継承後の診療録記載、診療報酬明細書等に関する指導、相談（随時） 

3)県歯会等と連携し施設基準の届出に必要な講習会等の企画運営を行う。 

 

２．会員福祉及び福利厚生事業 

（１）会員親睦事業 

会員とその家族・スタッフの福利厚生や保健、相互の親睦等を目的とした事業・行事を開

催する。 

1)クリスマスパーティー 

2)スポーツ観戦など 

3)会員家族親睦事業 

会員が家族、スタッフを含めて歯科医師会への帰属意識が高まるような事業を企画・実

施する。 

 

（２）支部との調整 

   「会員相互の融和と親睦を図り、本会会務の運営に協力することを目的」との支部規程に則

り、本会と支部との調整役を担う。 

   広報部と協力を行い、「広島市歯科医師会だより」の作成の補助を行う。 

 

（３）医療管理関連事業 

次の事項について、県歯会コンプライアンス推進室及び医療管理部と連携して対応する。 

1)歯科医療安全分野 

①歯科医療に対する市民、会員からの相談を取り扱う。 

②会員のコンプライアンス遵守の一助となるよう面談を行う 

③医療の安全確保に関し必要な情報の提供（研修会等）を行う。 

④広島市医療安全支援センター相談概要をもとに４地区を含めた会員周知を行う。 

 

2)医院経営（労務・税務等）分野 

医院経営に資する情報の提供（研修会）を行う。 

 

（４）会員名簿（令和７年７月発行分の差分編集、配布） 

 

３．対内広報情報管理事業 

（１）本会会報「太田川」の編集発行（年１回） 

 

（２）「広島市歯科医師会だより」編集発行（年 12 回）、「だより 号外」編集発行（随時） 
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（３）メールを活用した情報提供の配信（随時） 

「速報」「広島市歯科医師会メール配信」 

    

（４）ＳＮＳによる迅速な情報配信 

   「広島市歯科医師会 LINE 公式アカウント」等 

Facebook、Instagram への歯科啓蒙動画、画像投稿、Ｘを開始する。 

 

（５）本会事業並びに各種関連行事の取材および記録保存（写真、動画） 

    

（６）広島市歯科医師会オフィシャルサイトの運営 

 社会保障に関するさまざまな最新情報（政府官庁、各省庁から配信される医療に関する情

報等）を分析検討し、会員に情報公開をしていく。 

 

（７）本会関連情報の収集と各部と連携した分析による本会の戦略立案 

   歯科界を取り巻く情報を収集分析し、専門部署である各部と連携をとりながら、本会がと

るべき戦略立案の基礎情報作りを担当する。 

 

（８）会員への情報提供システムの構築 

歯科界の質向上及び戦略集団として歯科医師会の将来、会員一人一人の意識向上が必要と

の観点から、歯科界を取り巻くあらゆる情報を整理分析し、会員へ継続的情報提供を行う。

情報分析にあたっては各部と連携をとり、質の高いものとするよう心掛ける。 

 
（９）広告に関する事業 

「広島市歯科医師会だより」等における広告募集に関する事業 

 
４．その他の事業 

（１）開業・入会相談 

   未入会対策として、各区支部・業者との密な連携による早期の情報収集、開業・入会相談、

各区支部での説明会、入会前後の面談を行う。また未入会であっても入会希望者のための相

談を行う。入会手順の遵守、近隣会員との融和を重視する。 

 

（２）原爆死没者慰霊祭 

   ８月６日に開催。本会の礎となり原爆の犠牲となられた先達の慰霊祭を実施する。 

 

（３）新年互礼会の運営 

   対外的、対内的双方にとって有意義な新年互礼会を企画・実施する。 

 

（４）広島市歯科医師会に関するさまざまな課題の調査研究 

1)会員高齢化（終身会員増）に伴う本会財政の将来予測 

2)会員種別の検討（歯科医師の組織代表たる歯科医師会として） 
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3)定款諸規程の整備 

4)公益社団法人への移行検討 

 

（５）ＩＴを用いた会務運営の効率化に関する検討 

   事務局運営、理事会・委員会運営など会務の効率化を、検索可能な資料の保存及び情報共

有可能なシステム（グループウエア等）を使用し、さらなる有効活用を検討する。 


